[bookmark: _GoBack]医療費助成事業の所得制限限度額
受給者、保護者、配偶者、扶養義務者等の所得が、それぞれ次の限度額を超えていない場合に助成の対象となります。
（所得の額は、所得税法により算出した合計所得金額です。）

子ども・妊産婦・ひとり親家庭
(単位：千円)　　
	扶養親族等の数 
	0人
	1人
	2人
	３人

	子どもの保護者
妊産婦本人または配偶者
	2,720
	3,100
	3,480
	3,860

	ひとり親の父母
	1,920
	2,300
	2,680
	3,060

	ひとり親家庭の
扶養義務者
	2,360
	2,740
	3,120
	3,500



（所得制限限度額の加算）
1　子どもの保護者・妊産婦・ひとり親本人の所得判定の場合
　ア　老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき　　10万円
　イ　特定扶養親族1人につき　　15万円
2　ひとり親家庭の扶養義務者の所得判定の場合
　　老人扶養親族1人につき　6万円
　
重度心身障がい者（児）
(単位：千円)　　
	扶養親族等の数 
	0人
	1人
	2人
	３人

	本人
	3,954
	4,334
	4,714
	5,094

	扶養義務者など
	6,637
	6,886
	7,099
	7,312


（所得制限限度額の加算）
1　本人の所得判定の場合
　ア　老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき　　10万円
　イ　特定扶養親族1人につき　　25万円
2　配偶者または扶養義務者等の所得判定の場合
　　老人扶養親族1人につき　6万円  
